
この「源泉徴収のしかた」は、給与の源泉徴収ࣄ務をத৺にその֓ཁをઆ໌したもの
です。ਖ਼しく源泉徴収をするため、このઆ໌書をे分׆用していただきたいとࢥいます。

ຌ　　　�例
�　この「源泉徴収のしかた」は、ྩ̐年̕月１ࡏݱの所得税関๏ྩのنఆにͮجいて࡞して
　あります。
2　จதで用いているུޠは、࣍のとおりです。
　所　　　๏ʜʜʜʜʜ所得税๏（ত �� ๏ୈ 33 ߸）
　所　　　ྩʜʜʜʜʜ所得税๏ྩߦࢪ（ত �� ྩୈ �� ߸）
　所　　　نʜʜʜʜʜ所得税๏نߦࢪଇ（ত �� େଂলྩୈ �� ߸）
　ા　　　๏ʜʜʜʜʜે税特別ાஔ๏（ত 32 ๏ୈ 2� ߸）
　ા　　　ྩʜʜʜʜʜે税特別ાஔ๏ྩߦࢪ（ত 32 ྩୈ �3 ߸）
　ા　　　نʜʜʜʜʜે税特別ાஔ๏نߦࢪଇ（ত 32 େଂলྩୈ ��߸）
ฏ ˓ վ ਖ਼ʜʜʜʜʜ所得税๏等の一෦をվਖ਼する๏（ฏ˓๏ୈ˚߸）ෟଇ　๏　ෟ　ଇ
　復興֬ࡒ๏ʜʜʜʜʜ౦ຊେࡂかΒの復興のためのࡦࢪを࣮ࢪするためにඞཁなࡒ源の֬อ
　　　　　　　　　　　に関する特別ાஔ๏（ฏ 23 ๏ୈ ��� ߸）
復 興 特 別ʜʜʜʜʜ復興特別所得税に関するলྩ（ฏ 2� 務লྩୈ̒߸）　所得税লྩࡒ
に͏所得税๏、๏人税๏及びํ税๏の特例等に関すࢪ特例লྩʜʜʜʜʜે税等の࣮ࢪ࣮
　　　　　　　　　　　る๏のߦࢪに関するলྩ（ত �� େଂɾ࣏ࣗলྩୈ１߸）
外ॅډࠃ者等ʜʜʜʜʜ外ॅډࠃ者等の所得にରする૬ޓओ義による所得税等のඇ՝税等に関する所得૬ޓ໔আ๏　　　　　๏（ত 3� ๏ୈ ��� ߸）
外ॅډࠃ者等ʜʜʜʜʜ外ॅډࠃ者等の所得にରする૬ޓओ義による所得税等のඇ՝税等に関する所得૬ޓ໔আن　　　　　๏نߦࢪଇ（ฏ 2� ૯務ɾࡒ務লྩୈ̑߸）

　所　ج　௨ʜʜʜʜʜ所得税جຊ௨ୡ（ত �� ৹（所）3�（最ऴվਖ਼ྩ̐՝２ݸô�3））
ા ௨ʜʜʜʜʜত ��ɽ�2ɽ2� 付所３ʵ2�「ે税特別ાஔ๏にる所得税のऔѻいにͭいて」
　　　　　　　　　　　௨ୡ（最ऴվਖ਼ྩ̐՝２ݸʵ��）
ા ௨（源）ʜʜʜʜʜ
　　　　　　　　　　 ʬ源泉所得税関ʭにͭいて」௨ୡ（最ऴվਖ਼ྩ３՝๏��ô23）

　　　　　　　　　　　所得等関）のऔѻいにͭいて」௨ୡ（最ऴվਖ਼ྩ̐՝３ࢿô７）

3　จத、例͑「所๏ �ᶃࡾΠ」とあるのは、所得税๏ୈ �ୈ �߲ୈ 3߸Πの߲をࣔします。

ୈ１　源泉徴収੍の֓ཁ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ�
ୈ２　給与所得の源泉徴収ࣄ務ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ�
　ᶗ　源泉徴収ࣄ務のあΒましɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ�
　ᶘ　給与所得のൣғ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ�
　ᶙ　給与所得者のැཆ߇আ等（ҟಈ）ਃࠂ書 ɾɾɾɾɾ�
　ᶚ　源泉徴収にࡍして߇আされる֤छ߇আ ɾɾɾɾɾ�
　ᶛ　税額දのద用ํ๏ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��
　ᶜ　税額のٻめํ（ྩ̑年分）�ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ

ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ

��
　ᶝ　年ௐ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��
　ᶞ　源泉徴収をした所得税及び復興特別
　　所得税の納付ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��
　ᶟ　給与等の支払໌ࡉ書のަ付 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
ୈ３　ୀ৬所得の源泉徴収ࣄ務ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶗ　ୀ৬所得のൣғ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶘ　ୀ৬ख等の۠分ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶙ　ୀ৬所得߇আ額 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶚ　税額のٻめํ（ྩ̑年分）� 22
ୈ̐　ใुɾྉ金等の源泉徴収ࣄ務ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ22
　ᶗ　ॅډ者にରして支払͏ใुɾྉ金等ɾɾɾɾɾɾ23

　ᶘ　ࠃ๏人にରして支払͏ใुɾྉ金等 ɾɾɾɾ2�
ୈ̑　所得の源泉徴収ࣄ務ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
ୈ̒　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人に支払͏所得の
　　源泉徴収ࣄ務ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
ୈ７　そのଞの所得にରする源泉徴収ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
ୈ̔　そのଞɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶗ　源泉徴収税額のաޡ納額のؐ付ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶘ　源泉徴収ථ及び支払ௐ書の提出ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶙ　ࡂඃ者にରするࡁٹɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
　ᶚ　給与所得者で֬ఆਃࠂをすれ源泉徴収
　　税額がؐ付される場合 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�
ʪ参ߟʫ֤छಧ出書等の記載例
　˓　給与支払ࣄ務所等の։ઃಧ出書ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ3�
　˓　源泉所得税の納期の特例の承認に関する
　　ਃ書 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ3�
　˓　ୀ৬所得の受給に関するਃࠂ書ɾɾɾɾɾɾɾɾɾ3�
　˓　源泉所得税及び復興特別所得税のޡ納額ؐ付ٻ書ɾɾɾ3�
　˓　給与所得ɾୀ৬所得等の所得税徴収高
　　計算書（納付書）の記載例ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ3�

務ʹͭいてɺʮ源ࣄ務ެతۚ等の源泉徴収ࣄ源泉徴収͏ߦ等がؔػձࣾなͲۚ༥ݥɺূ݊ձࣾɺอߦۜ
泉徴収の͋Β·͠ ʯ（ࠃ税ிϗʔϜϖʔδ̡ https://www.nta.go.jpʳʹܝ載͠てい·すɻ）を͝ཡͩ͘͞いɻ

ɹɹɹ࣍

ত �3��３��3� 付๏̒ɻ ̔ほか１՝ڞಉ「ે税特別ાஔ๏にる所得税のऔѻい

　৽ܕίϩφ
　税　特　๏ʜʜʜʜʜ

৽ܕίϩφΠϧεײછ等のӨڹにରԠするためのࠃ税関๏のྟ࣌特例
に関する๏（ྩ２๏ୈ 2�߸）

ฏ�����̒��2� 付՝３ࢿʵ１ほか３՝ڞಉ「ે税特別ાஔ๏（ג式等にるৡ

ୈ��源泉徴収੍の֓ཁ

ᶗɹ源泉徴収੍のҙ義

ᶘ� 源泉徴収義務者

ᶚ���給与ࢧࣄ務所等のಧग़

ᶙɹ源泉所得税ٴͼ෮ڵ特ผ所得税の納税

　所得税は、所得者ࣗが、その年の所得金額とこれにରする税額を計算し、これΒをࣗओతにਃࠂして納
付する、いΘΏる「ਃࠂ納税੍」がݐલとされていますが、これとซͤて特ఆの所得にͭいては、その所
得の支払のࡍに支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収੍が࠾用されています。
　この源泉徴収੍は、ᶃ給与や利ࢠ、、税ཧ࢜ใुなどの所得を支払͏者が、ᶄその所得を支払͏ࡍ
に所ఆのํ๏により所得税額を計算し、ᶅ支払金額かΒその所得税額をࠩしҾいてࠃに納付するとい͏もの
です。
また、復興特別所得税においても、ฏ�2��年１月１かΒྩ����年��2�月�3��までのؒにੜ͡る所得の
͏ͪ、所得税の源泉徴収のରとされている所得にͭいては、所得税を徴収するࡍに、復興特別所得税をซ
ͤて徴収し、徴収した所得税とซͤて納付する源泉徴収੍が࠾用されています。
　この੍により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉徴収だけで納税義務が݁する源
泉分離՝税とされる利ࢠ所得などをআき、最ऴతにはその年の年ௐや֬ఆਃࠂによってਫ਼算されます。

　源泉徴収੍においては、源泉徴収にる所得税及び復興特別所得税を徴収してࠃに納付する義務のある
者を「源泉徴収義務者」といいます。源泉徴収のରとされている所得の支払者は、それがձࣾやڠಉ組合
である場合はもͪΖΜ、ֶެ、ߍிであっても、また、ݸ人や人֨のないࣾஂɾஂࡒであっても、શて源
泉徴収義務者となります（所๏̒、復興֬ࡒ๏̔ᶄ）。
　ただし、ৗ２࣌人以ԼのՈࣄ使用人のΈにରして給与等の支払をするݸ人が支払͏給与等やୀ৬ख等、
税ཧ࢜ใुなどのใुɾྉ金等にͭいては、源泉徴収をするඞཁはありまͤΜ（所๏ ���、2��、2�� ᶄೋ）。

　源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、その納税の所轄税務署に納付すること
になります。この場合の納税は、ݪଇとして、源泉徴収のରとされている所得の支払ࣄ務をऔりѻ͏ࣄ
務所やۀࣄ所等のその支払のにおける所ࡏとされています（所๏ ��、復興֬ࡒ๏ ���ᶄ）。
　なお、その支払ࣄ務をऔりѻ͏ࣄ務所等のҠసがあった場合には、Ҡసલの支払にରする源泉所得税及び
復興特別所得税の納税は、Ҡసのಧ出書に記載すきҠసޙのࣄ務所等の所ࡏとされています（所๏
��、所ྩ �� ᶃ、復興֬ࡒ๏ �� ᶄ）。

̍ ʮ給与ࢧࣄ務所等の։設ಧग़書ʯのఏग़
　給与等の支払者は、࣍の࣮ࣄがੜ͡た場合には、その࣮ࣄがੜ͡たかΒ �か月以に「給与支払ࣄ務

　所等の։ઃಧ出書」を、その給与支払ࣄ務所等の所ࡏの所轄税務署に提出することになっています（所
๏ 23�、所ن ��）。
ᾇɹ৽ͨʹ給与等のࢧࣄ務をऔΓѻ͏ࣄ務所等を設けͨ͜ͱ（例͑、๏人のઃཱ、支ళやӦۀ所の։

　　ઃ等）。
ɹᾈɹࢧళɺӦۀ所等Ͱ৽ͨʹ給与等のࢧࣄ務をऔΓѻ͏͜ͱͱなͬͨ͜ͱɻ

　　轄税務署に提出することになっていますので（所๏ 22�）、このಧ出書の提出はෆཁです（所๏ 23�）。
（注）

（注）

̎ ʮ給与ࢧࣄ務所等のҠస（ഇࢭ）ಧग़書ʯのఏग़
　給与等の支払者は、࣍の࣮ࣄがੜ͡た場合には、その࣮ࣄがੜ͡たかΒ �か月以に「給与支払ࣄ務

　所等のҠస（ഇࢭ）ಧ出書」を、その給与支払ࣄ務所等の所ࡏの所轄税務署に提出することになって
　います（所๏ 23�、所ن ��）。
ɹᾇɹղࢄഇۀɺۀٳ等ʹΑΓ給与等のࢧがな͘なͬͨ͜ͱɻ
ɹᾈɹࢧళӦۀ所等Ͱの給与等のࢧࣄ務がຊళओͨるࣄ務所等Ҿ͖ܧがΕͨ͜ͱɻ
ɹᾉɹ給与等のࢧࣄ務をऔΓѻ͏ࣄ務所等をҠసͨ͜͠ͱɻ

　　 に提出することになっていますので（所๏ 22�）、このಧ出書の提出はෆཁです（所๏ 23�）。
２ �給与等の支払ࣄ務をऔりѻ͏ࣄ務所等をҠసした場合には、Ҡసલの納税の所轄税務署にこのಧ出書を提出する

　　 ことになっています（所ن ��）。



ᶛɹ源泉徴収のରͱなる所得のൣғ

ᶜɹ源泉徴収をする࣌期

　源泉徴収のରとなる所得のൣғは、その所得の支払を受ける者の۠分にԠ͡て࣍のදのとおりとなって
います。
　なお、これΒの͏ͪओなものにͭいては、それͧれの߲でઆ໌します。

　所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする࣌期は、࣮ݱに源泉徴収のରとなる所得を支払͏࣌です。
したがって、これΒの所得を支払͏ことが֬ఆしていても、࣮ݱに支払Θれなけれݪଇとして源泉徴収を

するඞཁはありまͤΜ。
なる͑ସりৼに࠲口金༬は又れೖり܁にຊݩ、かほのҝߦるす付ަをમ金に࣮ݱ、はに」払支「のߦ͏ࡍを収徴泉源１）注（

２　等、һ与、組合ܖにͮجいてٱ߃తࢪઃを௨͡てۀࣄ͏ߦかΒੜずる利ӹの分にͭいては、࣮ݱに支払っ
　　 ていない場合でも一ఆ期ؒがܦաしたに支払ったものとΈなされ、源泉徴収をするඞཁがあります（所๏ ��� ᶄ、
　　　 ��3 ᶄ、2�2 ᶇ）。

ô１

支払を受ける者 源 泉 徴 収 の ର  と さ れ て い る 所 得 の छ ྨ と ൣ ғ

ډ ॅ 者
（ 所 ๏ ２ ᶃ ࡾ ）
にॅ所を༗ࠃ
するݸ人又はݱ
までҾきଓいࡏ
て � 年以্ډ所
を༗するݸ人

１　利ࢠ等（所๏23、���ᶃ、ા๏３の３ᶃᶅ、̐の̐ᶃ、̒ᶄ、̕の３の２ᶃ、3�の��の̒ᶈ）
２　等（所๏2�、2�、���、ા๏̔の２ᶃ、̔の３ᶃᶅ、̕の２ᶄ、̕の３の２ᶃ�、3�の��の̒ᶈ）
３　給与等（所๏2�、��3）
̐　ୀ৬ख等（所๏3�、3�、���、ા๏2�の̐）
̑　ެత年金等（所๏3�ᶅ、2�3の２）
̒　ใुɾྉ金等（「３　給与等」又は「̐　ୀ৬ख等」に֘するものをআきます。）（所๏ 2��、所
ྩ 32�、ા๏ �� の 2�）

７　อۀݥ๏にنఆするੜ໋อݥձࣾ、ଛอݥձࣾ等とక し݁たอܖݥ等にج くͮ年金（所๏2��）
̔　ఆ期ੵ金の給付ิṇ金等（所๏ࡾ���ʙീ、2��の２、ા๏��の��）
̕　ಗ໊組合ܖ等にͮجく利ӹの分（所๏ 2��）
��　特ఆ口࠲อ্場ג式等のৡによる所得等（ા๏3�の��の̐）
金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　��
�2　ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ા๏ �� の �2）
�3　ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（ા๏��の�2の２）

 ࠃ ๏ 人
（ 所 ๏ ２ ᶃ  ）
にຊళ又はࠃ
ओたるࣄ務所を
༗する๏人

１　利ࢠ等（所๏���一、2�2ᶅ、ા๏３の３ᶄᶅ、̒ᶄ）
２　等（所๏���ೋ、2�2ᶅ、ા๏̔の２ᶅ、̔の３ᶄᶅ、̕の２ᶃᶄ、̕の３の２ᶃ）
３　ఆ期ੵ金の給付ิṇ金等（所๏ ��� ʙീ、2�2ࡾ ᶅ）
̐　ಗ໊組合ܖ等にͮجく利ӹの分（所๏ ��� 、2�2 ᶅ）
̑　അओが受けるڝഅの金（所๏ ��� े、2�2 ᶅ）
金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　̒
７　ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ા๏ �� の �2）
̔　ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（一ఆのࠃ๏人にݶります。）（ા๏ �� の �2 の２）

ඇ ډ ॅ 者
（ 所 ๏ ２ ᶃ ޒ ）
者以外のॅډ
人ݸ

及び
外 ࠃ ๏ 人
（ 所 ๏ ２ ᶃ ࣣ ）
ࠃ๏人以外の
๏人

、ʙे、2�2ᶃᶄᶇ、ા๏̕の３の２ᶃ、3�の��の̒ᶈ࢛源泉所得（所๏���ᶃࠃる͛ܝに࣍　１
　�� の 22）
　ᾇ　組合ܖにͮجいてٱ߃తࢪઃを௨͡てۀࣄ͏ߦかΒੜずる利ӹの分
　ᾈ　ࠃにある等のৡによるରՁ
　ᾉ　ࠃにおいて人త務の提ۀࣄڙを͏ߦ者が受けるその人త務の提ڙのରՁ
　ᾊ　ࠃにあるෆಈ࢈などのି付けによるରՁ及び্ݖなどのઃఆによるରՁ
　ᾋ　ࠃにあるӦۀ所等に༬けೖれΒれた༬ஷ金の利ࢠ等
ᾌ　ࠃ๏人かΒ受ける༨金の、利ӹの、༨金の分、金મの分又はج金利ଉ、ࠃ
にあるӦۀ所に信ୗされたࢿ信ୗ（ެࣾ࠴ࢿ信ୗ及びެืެࣾ࠴等ӡ用ࢿ信ୗをআきま
す。）又は特ఆ受ӹূ݊ൃߦ信ୗの収ӹの分

　ᾍ　ࠃにおいてۀ務を͏ߦ者にରするそのࠃۀ務にるି付金の利ࢠ
ᾎ　ࠃにおいてۀ務を͏ߦ者かΒ受けるそのࠃۀ務にるۀ所༗ݖ、ஶݖ࡞等の使用ྉ若し
くはৡによるରՁ又は機ց、ஔ等の使用ྉ

ᾏ　給与そのଞ人త務の提ڙにରするใुの͏ͪࠃにおいてۈ͏ߦ務等にجҼするもの、ެత
年金等の͏ͪ一ఆのもの、ୀ৬ख等の͏ͪ受給者がॅډ者であった期ؒにߦったۈ務等にجҼ
するもの（ඇॅډ者のΈ）

　ᾐ　ࠃにおいてۀࣄ͏ߦのࠂએのための金
ᾑ　ࠃにあるӦۀ所等を௨͡てอۀݥ๏にنఆするੜ໋อݥձࣾやଛอݥձࣾとక݁したอݥ

いて受ける年金等ͮج等にܖ　　
　ᾒ　ࠃにあるӦۀ所が受けೖれたఆ期ੵ金の給付ิṇ金等
　ᾓ　ࠃにおいてۀࣄを͏ߦ者にରする出ࢿにͭき、ಗ໊組合ܖ等にͮجいて受ける利ӹの分
式等のৡによる所得等（ા๏גอ্場࠲特ఆ口͏ߦ者がॅډઃを༗するඇࢪతٱ߃　２ 3� の
　��の̐）
金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　３
̐　ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ા๏ �� の �2）
̑　ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（ા๏��の�2の２）



ᶛɹ源泉徴収のରͱなる所得のൣғ

ᶜɹ源泉徴収をする࣌期

　源泉徴収のରとなる所得のൣғは、その所得の支払を受ける者の۠分にԠ͡て࣍のදのとおりとなって
います。
　なお、これΒの͏ͪओなものにͭいては、それͧれの߲でઆ໌します。

　所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする࣌期は、࣮ݱに源泉徴収のରとなる所得を支払͏࣌です。
したがって、これΒの所得を支払͏ことが֬ఆしていても、࣮ݱに支払Θれなけれݪଇとして源泉徴収を

するඞཁはありまͤΜ。
なる͑ସりৼに࠲口金༬は又れೖり܁にຊݩ、かほのҝߦるす付ަをમ金に࣮ݱ、はに」払支「のߦ͏ࡍを収徴泉源１）注（

２　等、һ与、組合ܖにͮجいてٱ߃తࢪઃを௨͡てۀࣄ͏ߦかΒੜずる利ӹの分にͭいては、࣮ݱに支払っ
ていない場合でも一ఆ期ؒがܦաしたに支払ったものとΈなされ、源泉徴収をするඞཁがあります（所๏ ��� ᶄ、
��3 ᶄ、2�2 ᶇ）。

ô１

支払を受ける者 源 泉 徴 収 の ର  と さ れ て い る 所 得 の छ ྨ と ൣ ғ

ډ ॅ 者
（ 所 ๏ ２ ᶃ ࡾ ）
にॅ所を༗ࠃ
するݸ人又はݱ
までҾきଓいࡏ
て � 年以্ډ所
を༗するݸ人

１　利ࢠ等（所๏23、���ᶃ、ા๏３の３ᶃᶅ、̐の̐ᶃ、̒ᶄ、̕の３の２ᶃ、3�の��の̒ᶈ）
２　等（所๏2�、2�、���、ા๏̔の２ᶃ、̔の３ᶃᶅ、̕の２ᶄ、̕の３の２ᶃ�、3�の��の̒ᶈ）
３　給与等（所๏2�、��3）
̐　ୀ৬ख等（所๏3�、3�、���、ા๏2�の̐）
̑　ެత年金等（所๏3�ᶅ、2�3の２）
̒　ใुɾྉ金等（「３　給与等」又は「̐　ୀ৬ख等」に֘するものをআきます。）（所๏ 2��、所
ྩ 32�、ા๏ �� の 2�）

７　อۀݥ๏にنఆするੜ໋อݥձࣾ、ଛอݥձࣾ等とక し݁たอܖݥ等にج くͮ年金（所๏2��）
̔　ఆ期ੵ金の給付ิṇ金等（所๏ࡾ���ʙീ、2��の２、ા๏��の��）
̕　ಗ໊組合ܖ等にͮجく利ӹの分（所๏ 2��）
��　特ఆ口࠲อ্場ג式等のৡによる所得等（ા๏3�の��の̐）
金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　��
�2　ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ા๏ �� の �2）
�3　ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（ા๏��の�2の２）

 ࠃ ๏ 人
（ 所 ๏ ２ ᶃ  ）
にຊళ又はࠃ
ओたるࣄ務所を
༗する๏人

１　利ࢠ等（所๏���一、2�2ᶅ、ા๏３の３ᶄᶅ、̒ᶄ）
２　等（所๏���ೋ、2�2ᶅ、ા๏̔の２ᶅ、̔の３ᶄᶅ、̕の２ᶃᶄ、̕の３の２ᶃ）
３　ఆ期ੵ金の給付ิṇ金等（所๏ ��� ʙീ、2�2ࡾ ᶅ）
̐　ಗ໊組合ܖ等にͮجく利ӹの分（所๏ ��� 、2�2 ᶅ）
̑　അओが受けるڝഅの金（所๏ ��� े、2�2 ᶅ）
金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　̒
７　ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ા๏ �� の �2）
̔　ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（一ఆのࠃ๏人にݶります。）（ા๏ �� の �2 の２）

ඇ ډ ॅ 者
（ 所 ๏ ２ ᶃ ޒ ）
者以外のॅډ
人ݸ

及び
外 ࠃ ๏ 人
（ 所 ๏ ２ ᶃ ࣣ ）
ࠃ๏人以外の
๏人

、ʙे、2�2ᶃᶄᶇ、ા๏̕の３の２ᶃ、3�の��の̒ᶈ࢛源泉所得（所๏���ᶃࠃる͛ܝに࣍　１
　�� の 22）
　ᾇ　組合ܖにͮجいてٱ߃తࢪઃを௨͡てۀࣄ͏ߦかΒੜずる利ӹの分
　ᾈ　ࠃにある等のৡによるରՁ
　ᾉ　ࠃにおいて人త務の提ۀࣄڙを͏ߦ者が受けるその人త務の提ڙのରՁ
　ᾊ　ࠃにあるෆಈ࢈などのି付けによるରՁ及び্ݖなどのઃఆによるରՁ
　ᾋ　ࠃにあるӦۀ所等に༬けೖれΒれた༬ஷ金の利ࢠ等
ᾌ　ࠃ๏人かΒ受ける༨金の、利ӹの、༨金の分、金મの分又はج金利ଉ、ࠃ
にあるӦۀ所に信ୗされたࢿ信ୗ（ެࣾ࠴ࢿ信ୗ及びެืެࣾ࠴等ӡ用ࢿ信ୗをআきま
す。）又は特ఆ受ӹূ݊ൃߦ信ୗの収ӹの分

　ᾍ　ࠃにおいてۀ務を͏ߦ者にରするそのࠃۀ務にるି付金の利ࢠ
ᾎ　ࠃにおいてۀ務を͏ߦ者かΒ受けるそのࠃۀ務にるۀ所༗ݖ、ஶݖ࡞等の使用ྉ若し
くはৡによるରՁ又は機ց、ஔ等の使用ྉ

ᾏ　給与そのଞ人త務の提ڙにରするใुの͏ͪࠃにおいてۈ͏ߦ務等にجҼするもの、ެత
年金等の͏ͪ一ఆのもの、ୀ৬ख等の͏ͪ受給者がॅډ者であった期ؒにߦったۈ務等にجҼ
するもの（ඇॅډ者のΈ）

　ᾐ　ࠃにおいてۀࣄ͏ߦのࠂએのための金
ᾑ　ࠃにあるӦۀ所等を௨͡てอۀݥ๏にنఆするੜ໋อݥձࣾやଛอݥձࣾとక݁したอݥ

いて受ける年金等ͮج等にܖ　　
　ᾒ　ࠃにあるӦۀ所が受けೖれたఆ期ੵ金の給付ิṇ金等
　ᾓ　ࠃにおいてۀࣄを͏ߦ者にରする出ࢿにͭき、ಗ໊組合ܖ等にͮجいて受ける利ӹの分
式等のৡによる所得等（ા๏גอ্場࠲特ఆ口͏ߦ者がॅډઃを༗するඇࢪతٱ߃　２ 3� の
　��の̐）
金等（ા๏��の̕）ݒ金付༬ஷ金等のݒ　３
̐　ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ા๏ �� の �2）
̑　ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（ા๏��の�2の２）

ᶝɹ源泉徴収をͨ͠所得税ٴͼ෮ڵ特ผ所得税の納付

̍ɹ納付期ݶ
源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、その源泉徴収のରとなる所得を支払っ

　た月のཌ݄ ��までにซͤて納付しなけれなΒないことになっています（所๏ ��� ほか）。
　なお、この納付期ݶのが༵、ॕなどのٳや༵にたる場合には、そのٳ໌けのが納
　付期ݶとなります（ࠃ税௨ଇ๏ ��ᶄ、ࠃ税௨ଇ๏２ྩߦࢪᶄ）。
　この納付期ݶまでに納付されない場合には、源泉徴収義務者はԆ税やෆ納付Ճ算税などをෛ୲しなけ

　れなΒないことがあります（ࠃ税௨ଇ๏ ��、��、�� ᶅᶆ）。
̎ɹ納期の特例
　給与等の支給人һがৗ࣌ �� 人ະຬである源泉徴収義務者にͭいては、「源泉所得税の納期の特例の承認
　に関するਃ書」を提出してその承認を受けることにより、給与等やୀ৬ख等、税ཧ࢜等のใुɾྉ金
　にͭいて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を࣍のよ͏に年２回にまとめて納付する、納期の特例
　の੍がઃけΒれています（所๏ 2��、2��）。
　なお、このਃ書を提出したのଐする月の翌月までに税務署かΒ承認又は٫Լの௨がない場
　合には、そのਃ月の翌月において承認があったものとされ、そのਃ月の翌ʑ月の納付分かΒこの
　特例がద用されます（所๏ 2��、2�� ᶇ）。

̏ɹ納付のखଓ
　源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、e-Tax（ΠーλοΫε）を利用して納付するか又は「所得
税徴収高計算書（納付書）」をఴ͑て最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します（所๏
22�、所ن ��、ાྩ̑の２の３ᶃ、2� の �� の ��ᶉ、2� の �� の �3ᶏ、2� の ��ᶃ、2� の ��ᶋ、ࠃ税௨ଇ
๏ 3�ᶃ、復興֬ࡒ๏ 2�ᶊ、復興特別所得税লྩ̒）。
　　また、所得税徴収高計算書（納付書）のछྨとその使用۠分は、࣍のදのとおりですが、納付にたっては、
　税務署かΒおΒͤしているཧ൪߸をれずに納付書に記ೖしてください。
　　なお、e-Tax�に関する詳しいใは、e-Tax�ϗーϜページ̡ IUUQT���XXX�F�UBY�OUB�HP�KQ でrご֬認ください。

۠ɹɹɹɹɹɹ 納ɹ付ɹ期ɹݶ
�݄͔Β�݄·Ͱʹࢧͬͨ所得͔Β源泉徴収をͨ͠所得税ٴͼ෮ڵ特ผ所得税の額 �݄ ��
�݄͔Β��݄·Ͱʹࢧͬͨ所得͔Β源泉徴収をͨ͠所得税ٴͼ෮ڵ特ผ所得税の額 ཌ �݄ ��

（注）１　納期の特例のରは、࣍に͛ܝるものにݶΒれます（所๏ 2��）。
ᶃ　給与等及びୀ৬ख等（ඇॅډ者に支払ったこれΒのものをؚΈます。）にͭいて源泉徴収をした所得税及び復興�
特別所得税

　　　　ᶄ　ห࢜ޢ（外ࠃ๏ࣄ務ห࢜ޢをؚΈます。）、࢘๏書࢜、Ոௐࠪ࢜、ެ 認ձ計࢜、税ཧ࢜、ࣾ ձอݥ࿑務࢜、หཧ࢜、
　ւࣄཧ࢜、ଌྔݐ、࢜ங࢜、ෆಈؑ࢈ఆ࢜、ٕज़࢜等に支払った所得税๏ୈ 2�� ୈ � ߲ୈ 2߸に͛ܝるใुɾ
ྉ金にͭいて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税

２ このਃ書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便又は信書便の௨信付ҹによりදࣔされた
　　　　に提出されたものとΈなされます（ࠃ税௨ଇ๏ 22）。

所得税徴収高計算書（納付書）のछྨ ུ�߸ の納付書を使用する所得のछྨࠨ
給与所得ɾୀ৬所得等の所得税徴収高計算書（納
付書）（一般用及び納期特例用） 給 給与所得、ୀ৬所得及びห࢜ޢ、税ཧ࢜等のใुɾ

ྉ金

ใुɾྉ金等の所得税徴収高計算書（納付書） ใ ห࢜ޢ、税ཧ࢜等のใुɾྉ金以外のใुɾྉ金等、
ੜ໋ɾଛอܖݥ等にͮجく年金及びެత年金等

利ࢠ等の所得税徴収高計算書（納付書） 利
利ࢠ所得、ࢿ信ୗ（๏人՝税信ୗをআきます。）又は特ఆ受ӹূ݊
ج等にܖ信ୗの収ӹの分及びಗ໊組合ߦൃ くͮ利ӹの分（源
泉徴収બ口࠲に受けೖれた্場ג式等にる利ࢠ所得をআきます。）

等の所得税徴収高計算書（納付書） 
所得（ࢿ信ୗ（๏人՝税信ୗをআきます。）、特
ఆ受ӹূ݊ൃߦ信ୗの収ӹの分及び源泉徴収બ口
（。る所得をআきます式等にגに受けೖれた্場࠲

ඇॅډ者ɾ外ࠃ๏人の所得にͭいての所得税徴
収高計算書（納付書） ඇ ඇॅډ者及び外ࠃ๏人に支払͏֤छの所得（ঈׂ̋̋ のג̋

納付書を使用する所得をআきます。）
ঈؐࠩӹの所得税徴収高計算書（納付書） ঈ ׂҾ࠴のঈؐࠩӹ（ൃ࣌ߦ源泉徴収）
ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額の所得税徴収高
計算書（納付書） ׂ ׂҾ࠴のঈؐ金にるࠩӹ金額（ঈؐ࣌源泉徴収）

ఆ期ੵ金の給付ิてΜ金等の所得税徴収高計算
書（納付書） ఆ ఆ期ੵ金の給付ิṇ金等及びݒ金付༬ஷ金等の

金等ݒ
্場ג式等の源泉徴収બ口࠲ௐ所得金額
及び源泉徴収બ口࠲等ɾະ年者口࠲
等においてܖෆཤߦ等ࣄ༝がੜ͡た場合の所
得税徴収高計算書（納付書）

ג
ɾ源泉徴収をબした特ఆ口࠲อ্場ג式等のৡによる所得等
及び源泉徴収બ口࠲に受けೖれた্場ג式等にる所得等

ɾະ年者口࠲等においてܖෆཤߦ等ࣄ༝がੜ͡た場合の্場ג式
等のৡ所得等及び所得

https://www.e-tax.nta.go.jp

